
【最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(民事事件･令和4年分)】

結果事件の争点等事件番号等 原審情報

令和4年(許)第1号
（二小）

東京高決令3.9.30
東京地決令3.7.14

破産裁判所がした担保権消滅の許可の決定に対して後||頂位抵当権者がした抗告におい
て,破産債権者の一般の利益に適合しないことを抗告の理由とすることの当否

倒産 最決令4.6.1(棄却）

1

相手方が,社内で発生した不祥事に関し,取締役であった申立人らを被告として提起した

損賠賠償請求訴訟において，当該不祥事に関する取締役責任調査委員会の委員を務め
た弁護士ら(対象弁護士ら)が相手方代理人として訴訟行為をすることは，弁護士法25

条2号及び4号の趣旨に反するとし､同各号を類推適用して,対象弁護士らの訴訟行為
を排除するとした原審判断の当否 。

大阪高決令3.12.22
大阪地決令3.3.26

令和4年(許)第3号
（一小）

令4．6，27(その他）

裁時1794号
その他

被相続人A(妻)の死亡後(相続人は夫B,長男X及び二男Y1),遺産分割前にBが死亡
し,Y2が,全財産を相続させる旨のBの遺言に基づき,Bの有していたAの遺産について
の相続分を相続しjXがY2に対して遺留分減殺請求権を行使した後にAの遺産について
の遺産分割審判をする場合において,Xの遺留分の割合を審理判断し,これを含めてA

の遺産についての全当事者の相続分を定めた上で,Aの遺産のうちBの遺産に帰属すべ
き遺産も含めてAの遺産分割をすることができるとした原審の判断の当否

令4(許)第4,5号

（二小）

東京高決令3．12．3

さいたま家審令2.12.25
家事 最決令4.6.15(棄却）

最決令4.8.16(棄却）

裁時1798号

裁時1802号

令和4年(許)第6号

（三小）

広島高決令3.11 .24

山口地岩国支決令3.9.30
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条の作業報奨金の支給を受ける
権利に対する強制執行の可否

執行

建物収去土地明渡し執行において当該土地建物に残置されていた目的外動産につき、
執行官が執行官保管とした後に売却し､債権者又はその依頼を受けた執行補助者が買
い受けて廃棄した場合において､その買受けの代金及び廃棄費用が執行費用に当たら
ないとした原審判断の当否

東京高決令4.1 .26

東京地決令3.11.8
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執行 最決令4.11.10(棄却）

令和4年(許)第8号
（三小）

広島高決令3.12.21
広島地福山支決平30.5.25

非訟

月 戸 圭.



訴え提起前の証拠保全の手続において発令された検証物提示命令について､①本案の
請求に理由のないことが明らかであることを理由として不服を申し立てることはできず､②
検証物である会計帳簿が｢職業の秘密に関する事項｣(民訴法220条4号ハ、197条1項
3号)の記載された文書に当たるとはいえないとした原審の判断の当否

令和4年(許)第9号

（－小）

東京高決令461･20

横浜地決令3.6.4
最決令4.9.22(棄却）民訴

普通地方公共団体が､建物等の所有者らに対し､当該建物等につき､暴力団の代表者を

して暴力団事務所等として使用させること等の禁止を求める事案において､①債権者は
暴力団対策法に定める適格都道府県センターではなく､近隣施設利用者等から委託を受

けたとも認められず､また､．②本件申立ては､広範かつ無限定な不作為義務を課すもの
であるとして、本件申立てを却下した原審判断の当否

令4(許)第10号

（＝小）
広島高岡山支決令4.4.14
岡山地決令3．12．21

最決令4.12.21(棄却）保全

｜令4(許)第11号

（一小）

名古屋高決令4.3.30

名古屋地決令3.10.21
その他

債務者の株主である債権者が,債務者が手続中の株主に対する新株予約権無償割当て
について,債務者に対して,会社法247条の類推適用に基づき,仮に差し止めることを求
める事案において,上記の新株予約権無償割当てが著しく不公正な方法によるものであ
るとして,債権者らの申立てを認容すべきものとした原審の判断の当否

令4(許)第12号
（二小）

大阪高決令4．7．21

大阪地決令4．7．11
最決令4d7･28(棄却）保全

皇

令4(許)第13号

(三小）

福岡高決令4．5．31

福岡地命令4．1．31
執行

令4(許)第14号
（一小）

名古屋高決令4．6．29

名古屋家審令4．3．18
家事

画畢‘ 酷.言

令4(許)第15号

（二小）

東京高決令4．2．25

東京家決令3．11･30
家事

＃



担保不動産競売手続の停止及び根抵当権の実行禁止の仮処分命令申立事件で被担保
債権の消滅時効の完成が争われている事案において､破産管財人が破産者の債務の承

認の主体となり得るとした原審の判断の当否
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函館地決令4．6．2
倒産

令4(許)第17号
（二小）

大阪高決令4．7．14

大阪家岸和田支審令4．3．23
家事

マ.＝ 一

令4(許)第18号

： （三小）

東京高決令4．8．8
横浜地決令4･6･30

その他

世 須 ム ユーュー 型ユ 号二 ﾆーー 、二L世 須 ム ユーュー 型ユ 号二 ﾆーー 、二L 酢酢

抗告人(元夫)が､相手方(元妻)に対して申し立てた前件の財産分与事件の抗告審決定
において､別居日から婚姻費用分担調停申立日までの婚姻費用を考慮することが失念さ
れたと主張して離婚の時から2年を経過した後にした再度の財産分与の申立ての適否
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家事 最決令4911 .17(棄却）
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※赤字部分が､今回更新した部分です。
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【最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(行政事件･令和4年分)】

事件の争点等事件番号等 原審情報 結果

労働者が，勤務先の上司や同僚によるいじめが原因でうつ病等にり患したなどとして，使

用者に対し，債務不履行（職場環境改善義務等違反）に基づく損害賠償等を求める訴えを
提起し“その請求を棄却する判決が確定した後上記労働者について労働者災害補償保険

法に基づく休業補償給付をしない旨の労働基準監督署長の処分が判決により取り消された
場合において， 同処分が民訴法338条1項8号にいう 「判決の基礎となった…行政処

分」には該当しないとして， 上記労働者の再審請求を棄却した原審の判断の当否。

令和4年(許)第2号

（三小）
大阪高決令3･10･29 最決令4．3．15(棄却）民訴

※赤字部分が､今回更新した部分です。


